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�愛媛県告示第１６１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（時空間変位確定測量）

２ 作業期間 令和４年１月１日から

令和４年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県全域
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�愛媛県告示第１６２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国地方整備局肱川緊急治水対策河川

事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和４年１月１７日から

令和４年３月１８日まで

３ 作業地域 大洲市柚木
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�愛媛県告示第１６３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、八幡浜市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和３年１０月２０日から

令和３年１２月２０日まで

３ 作業地域 八幡浜市愛宕山地区

�愛媛県告示第１６４号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

令和４年２月２５日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

退 任
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�愛媛県告示第１６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

松山市泊土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管理）

の計画の変更を令和４年２月１７日認可した。

令和４年２月２５日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

�愛媛県告示第１６５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

券売機
一式

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年２月８日

ローレルバンクマシン
株式会社
松山営業所
愛媛県松山市南斎院町
８０－１

３２，４５０，０００円 一般競争入札 令和３年１２月２８日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２９）第３２６号 平成２９年
８月１７日 三共建設産業� 吉川 誠治 西条市玉津２６３－２ 令和４年

１月５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－３１）第１５５３７号 平成３１年
４月２６日 信和建設 濱本 真司 越智郡上島町岩城５９３６ 令和４年

１月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２９）第１０５９２号 平成２９年
８月２日 阿部庭石 阿部 和文 今治市古国分２－２－４０ 令和４年

１月１７日
土木工事業
石工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２９）第７７３号 平成２９年
４月９日 大澤建設工業� 大沢美都子 今治市国分５－２－５７ 令和４年

１月２６日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－３０）第１５４０６号 平成３０年
９月１９日 スカイテクノエンジ� 川又 潤一 新居浜市黒島１－６－５７ 令和４年

１月２７日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部）

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 寺 本 勝 志 松山市下伊台町８０８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中島環状線 松山市神浦３１２１番１

旧 １３．４～２４．７ ０．０２７

新 １４．８～３２．３ ０．０２７



愛 媛 県 報令和４年２月２５日 第２８５号

６８

��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７３号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和４年２月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積甲７０５番１から

同町穂積乙３１４番８まで

旧 ５．０～８．９ ０．１７７

新 ７．４～５２．２ ０．１７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積甲７０５番１から

同町穂積乙３１４番８まで
令和４年２月２５日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 内 科 社会医療法人真泉会
今治第一病院 寺 内 靖 順 今治市宮下町一丁目１番２１号 令和

４年２月１日

聴覚障害、平衡・音声・言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 医療法人ムラシマ耳

鼻咽喉科 村 嶋 智 明 今治市松本町一丁目７番地１４ 令和
４年２月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 檜 垣 知 秀 東温市志津川 令和

４年２月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 薦 田 宗 則 東温市志津川 令和

４年２月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 医療法人徳洲会宇和

島徳洲会病院 小 川 由 英 宇和島市住吉二丁目６番２４号 令和
４年２月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

阿 部 康 範 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 一般財団法人積善会十全総合

病院 新居浜市北新町１番５号 令和４年
１月１日

河 内 和 誉 一般財団法人積善会十全総合
病院 新居浜市北新町１番５号 国立大学法人愛媛大学医学部

附属病院 東温市志津川 令和４年
１月１日

濱 田 智 子 独立行政法人国立病院機構愛
媛医療センター 東温市横河原３６６番地 愛媛県立子ども療育センター 東温市田窪２１３５番地 令和４年

１月１日
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公 告

監 査 公 表

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和４年２月２５日

愛媛県議会事務局長 馬 越 祐 希

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県議会用タブレット端末の借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県議会用タブレット端末 一式

（使用にあたり必要な付属品、ソフトウェア、設定、運搬、

搬入、調整、説明、研修、保守等一式を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和４年６月１日から令和８年５月３１日まで

� 借入場所

愛媛県議会議事堂（愛媛県松山市一番町四丁目４番地２）

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和３年度及び令和４年度の製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札説明書に示す要求仕様の全てを確実に履行できることを

証明したものであること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県議会事務局総務課庶務係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２８３６

� 入札書の受領期限

令和４年４月７日（木）午後１時３０分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和４年４月７日（木）午後１時３０分

愛媛県議会議事堂４階 観光スポーツ文教警察委員会室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和４年３月２３日（水）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県議会事務局長から当該書類の内容に関し説明を

求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県議会事務局長が

判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基

づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：For Ehime

Prefectural Assembly Use Tablet，１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，７ April２０２２

� For further information，please contact： General Affairs

Division，Ehime Prefectural Assembly Secretariat，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２８３６

�公表第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和４年２月２５日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸機能障
害

内 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 京 樂 格 四国中央市上分町７８８番地１ 令和

４年１月２０日
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愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

同 毛 利 修 三

�������
�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和４年２月２５日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

同 毛 利 修 三

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公益財団法人愛媛県暴力追放推進セン
ター 令和２年１２月２１日

（監査の結果）

令和元年度決算において、決算書類と会計帳簿の額に差異が生じてお

り、公益法人会計基準等に基づく会計処理が適切でないものがあった。

（措置の内容）

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター（以下、「センター」とい

う。）にあっては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」

の成立に伴い、官民一体となって地域・職域から暴力団を追放し、安全

で平穏な県民生活を維持するとともに、地域社会の健全な発展に寄与す

ることを目的として設立され、その後、公益財団法人に移行した団体で

ある。

センターの公益法人会計に係る財務諸表等については、公益法人会計

基準やセンターが選任している公認会計士による指導に基づき作成して

おり、また、センターの定款に基づく承認手続きや、センターの所管庁

である警察本部組織犯罪対策課による立入検査も都度実施するなど、適

正な会計処理に努めていたものである。

しかしながら、平成３１年３月末に、センターが経理に使用する会計ソ

フトを新規導入した際、決算書類と会計帳簿において、そのデータ移行

の不具合が要因と推測される減価償却費に関する数値の差異が生じてい

た。

そのため、減価償却費の精算方法を改善するとともに、帳簿書類の突

合及び整合性の確認を確実に実施し、今後更なる適正な会計処理に努め

ることとした。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

愛 媛 地 方 税 滞 納 整 理 機 構 令和３年１２月２２日

愛 媛 県 競 技 力 向 上 対 策 本 部 〃

四 国 観 光 立 県 推 進 愛 媛 協 議 会 〃

松 山 空 港 利 用 促 進 協 議 会 〃

愛 媛 県 商 工 会 連 合 会 〃

え ひ め 愛 フ ー ド 推 進 機 構 〃

愛 媛 県 林 材 業 振 興 会 議 〃

愛 媛 県 漁 業 協 同 組 合 〃

公 益 財 団 法 人 愛 媛 の 森 林 基 金 〃

（監査の基準）

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付 愛媛県監査委員告示

第１号）に準拠し実施した。

（監査の種類）

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等の監査

（監査の着眼点）

監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納そ

の他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。

（監査の実施内容）

令和２年度における財政的援助等に係る出納その他の事務について、

上記９団体に対して監査を実施した。

（監査の結果）

令和２年度において実施された上記団体に対する次の補助金等に係る

出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね

良好と認められた。

事 業 主 体 補助金等の
名 称 補助対象事業等 補 助 対 象

事 業 費 等 補助金額等

愛媛地方税滞納
整理機構

令和２年度
愛媛地方税
滞納整理機
構運営費補
助金

愛媛地方税滞納
整理機構運営費

１０４，
３７４，０００円

９，
８００，０００円

愛媛県競技力向
上対策本部

令和２年度
えひめ愛顔
のジュニア
アスリート
発掘事業負
担金

ジュニアアスリ
ート等の発掘及
び育成

４４，
１０４，０００円

４４，
１０４，０００円

〃 令和２年度
愛媛県競技
力向上対策
本部負担金

競技力向上各種
施策

３８７，
３５０，０００円

３８７，
３５０，０００円

四国観光立県推
進愛媛協議会

令和２年度
四国観光立
県推進愛媛
協議会負担
金

愛媛県の観光推
進事業

９４９，
０８６，５９６円

９３６，
１７６，０００円

松山空港利用促
進協議会

令和２年度
松山空港利
用促進協議
会負担金

空港利用啓発事
業

７８，
０３４，６２０円

５０，
７０５，０００円

〃 〃 国際線利用促進
事業

１０３，
６１３，７６８円

２２，
８０６，０００円

愛媛県商工会連
合会

令和２年度
小規模事業
経営支援事
業費補助金

経営改善普及事
業 等（特 別 会
計）

８３９，
６９７，０８８円

６８５，
５８２，１７１円

〃 〃 経営改善普及事
業 等（一 般 会
計）

１１９，
６６９，７７１円

１０５，
２６８，０５１円

えひめ愛フード
推進機構

令和２年度
えひめ愛フ
ード推進機
構負担金

県産農林水産物
の販売拡大及び
地産地消の推進

１３２，
３９８，９５６円

９６，
３６４，０００円

愛媛県林材業振
興会議

令和２年度
えひめ材住
宅普及啓発
事業費補助
金

えひめ材の家づ
くり促進事業等

７５，
９５３，３９８円

７２，
１７７，０００円

愛媛県漁業協同
組合

令和２年度
県１漁協業
務効率化推
進事業費補
助金

会計システム機
器等の整備・導
入経費

３０，
２９９，０００円

１０，
０９９，０００円

公益財団法人
愛媛の森林基金

令和２年度
造林事業補
助金

特定森林再生事
業（森林緊急造
成）

９，
７８７，３１０円

１，
９５７，４６２円

〃 令和２年度
未整備森林
再生事業費
補助金

下刈り ９，
４９１，７００円

３，
５８６，０００円
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�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和４年２月２５日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

同 毛 利 修 三
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�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

令和４年２月２５日

愛媛県監査委員 永 井 一 平

同 森 � 康 行

同 � 橋 正 浩

同 毛 利 修 三

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

南レク株式会社

設立
昭和４８年６月１４日

資本金額
４００，０００，０００円

県出資額
１０６，９３３，３３３円

令和３年１２月２１日

公益財団法人
愛媛県スポーツ振
興事業団

設立
昭和４９年１２月２５日

基本金額
７５０，２０３，５４４円

県出捐額
５００，０００，０００円

〃

松山空港ビル株式
会社

設立
昭和５３年１１月１日

資本金額
１，１２５，０００，０００円

県出資額
３００，０００，０００円

〃

松山観光港ターミ
ナル株式会社

設立
平成１０年４月２３日

資本金額
６００，０００，０００円

県出資額
２５６，０００，０００円

令和３年１２月２２日

愛媛エフ・エー・
ゼット株式会社

設立
平成５年４月３０日

資本金額
３，４２７，０００，０００円

県出資額
９３６，０００，０００円

〃

公益財団法人
愛媛県埋蔵文化財
センター

設立
昭和５２年６月９日

基本金額
５，０００，０００円

県出捐額
５，０００，０００円

〃

公益財団法人
愛媛県暴力追放推
進センター

設立
平成４年４月２４日

基本金額
６００，０００，０００円

県出捐額
３００，０００，０００円

〃

公益財団法人
愛媛の森林基金

設立
昭和６１年５月１０日

基本金額
１，０５１，１３０，０００円

県出捐額
４００，０００，０００円

〃

（監査の基準）

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付 愛媛県監査委員告示

第１号）に準拠し実施した。

（監査の種類）

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等の監査

（監査の着眼点）

監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納そ

の他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。

（監査の実施内容）

令和２年度における財政的援助等に係る出納その他の事務について、

上記８団体に対して監査を実施した。

（監査の結果）

令和２年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を実

施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 レ ク 株 式 会 社 令和３年１２月２１日

公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業
団 〃

松山観光港ターミナル株式会社 令和３年１２月２２日

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 〃

株式会社レスパスコーポレーション 〃

（監査の基準）

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付 愛媛県監査委員告示

第１号）に準拠し実施した。

（監査の種類）

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等の監査

（監査の着眼点）

監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納そ

の他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。

（監査の実施内容）

令和２年度における財政的援助等に係る出納その他の事務について、

上記５団体に対して監査を実施した。

（監査の結果）

令和２年度において実施された公の施設の指定管理者に係る出納その

他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良好と認

められた。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

南 レ ク 株 式 会 社 南予レクリエーション都市
公園

３６４，１１９，３８３円

公益財団法人
愛媛県スポーツ振興事業団

愛媛県総合運動公園 ２０６，７２６，０００円

〃 愛媛県武道館 ２０３，００５，０２３円

松山観光港ターミナル株式
会社

松山観光港ターミナル ３０，９７８，０００円
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愛媛エフ・エー・ゼット株
式会社

愛媛国際貿易センター １７３，８０９，０００円

株式会社
レスパスコーポレーション

愛媛県生涯学習センター及
びえひめ青少年ふれあいセ
ンター

１９５，７９１，６９１円

令和４年２月２５日 発行


